
岐阜県環境配慮事業所登録制度推進要綱 
 

 
（目的） 

第１条 この要綱は、事業者による自主的な環境への配慮の取組を支援するための必要な事項を定め、
もって事業活動に伴う環境負荷の低減と環境汚染の未然防止を図ることを目的とする。 

 
（登録等） 

第２条 知事は、水質汚濁、大気汚染等の地域環境の保全対策をはじめとして、化学物質の適正管理、
廃棄物・リサイクル対策、地球環境保全対策、事業所環境整備などの環境保全対策を、総合的かつ継
続的に進める事業所を「岐阜県環境配慮事業所」（以下「環境配慮事業所」という。）として登録す
ることができる。 

２ 前項の環境配慮事業所として、登録を受けようとする者は、様式１及び様式２により次に掲げる事
項を記載し、岐阜地域環境室、県事務所を経由して登録の申請をするものとする。 

 (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 
 (2) 事業所の名称及び所在地  
 (3) その他様式で定める事項  
３ 知事は、第１項による登録をしたときは、申請者に登録証を交付するものとする。 
４ 知事は、第２項による申請を受け第１項による登録を行わなかった場合には、申請者に対して、理
由を付してその旨を通知するものとする。 

５ 環境配慮事業所は、岐阜県以外の者に対して保証するものでない。 
６ 登録の期間は、登録日から５年を経過した年の年度末日までとする。 
７ 環境配慮事業所として登録を更新しようとする者は、別に通知する期限までに第２項に基づき申請
をしなければならない。 

 
（登録予備会議） 

第３条 知事は、環境配慮事業所登録予備会議（以下「登録予備会議」という。）を開催し、環境配慮
事業所登録制度に関すること、環境配慮事業所の登録申請内容等について意見交換を行うものとする。 

２ 会議は、外部有識者として学識経験者、事業所代表及び県民代表等、行政として関係機関の職員を
もって構成するものとする。 

 
（登録対象事業所） 

第４条 第２条第１項に規定する登録の対象となる事業所は、岐阜県内に設置され、別表に掲げる要件
に適合しているものとする。 

 
（変更の届出） 

第５条 環境配慮事業所の申請内容に変更があったときは、３０日以内に、様式３により知事にその旨
を届け出なければならない。 

 
（登録証の再交付申請） 

第６条 登録証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、登録証の再交付を申請することがで
きる。 

２ 前項の申請は、様式４による申請書を知事に提出することによって行うものとする。 
 
（報告） 

第７条 知事は、環境配慮事業所から登録に関する事項について、必要に応じて報告を求めることがで
きるものとする。 

２ 第２条第１項の登録を受けている者は、毎年６月末日までに、前年の４月１日に始まる年度内にお
いて第４条に規定する登録要件に関して実施した取組事項を様式５（同等の内容を記載した環境報告
書（ＣＳＲ報告書を含む）又は環境活動レポートによりこれに替えることができるものとする。）に
より知事に報告しなければならない。 
 
（登録の失効） 

第８条 第２条第１項の登録は、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 
 
２ 環境配慮事業所が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該環境配慮事業所の登録
は、その効力を失う。 

 (1) 登録を受けた者が死亡したとき。 



 (2) 登録を受けている法人が合併、分割、その他の理由により消滅又は解散した場合 
 (3) 登録を受けた事業所の事業内容に著しい変更があった場合又は事業所が移転した場合で、事業所

の行う環境配慮活動に関し継続性が失われたとき。 
 
（登録の取消し） 

第９条 知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第２条第１項の登録を取り消すこと
ができる。 

 (1) 環境配慮事業所が、第４条の要件に適合しなくなったとき。 
 (2) 環境保全関連法令又は条例に係る規定のほか、事業活動に関する法令若しくは条例、又は公租公

課に関する法令若しくは条例に係る規定に違反し、行政処分又は刑罰を受けたとき。 
 (3) 第６条の規定による変更の届出又は第７条による報告をしなかったとき。 
 (4) 詐欺その他の不正な手段により、第２条第１項の登録を受けたとき。 
 (5) その他、前４号に掲げる事項以外の事由により、知事が当該登録を取り消すべきとの判断をした

とき。 
２ 前項の登録の取消しにより損失が生じた場合は、登録を受けていた者がその責めを負うものとする。 
 
（県民への周知） 

第 10条 知事は、第２条第１項の登録をしたときには、環境配慮事業所に係る次に掲げる事項を公表す
るものとする。当該事項の内容に変更があったときも、同様とする。  

 (1) 事業所の名称及び所在地  
 (2) 環境に関する方針の概要  
 (3) その他必要な事項  
２ 知事は、環境配慮事業所に係る第２条第２項各号に掲げる事項を記載した「環境配慮事業所登録台
帳」を作成し、環境生活部環境管理課及び同項に規定する申請書の提出先とされている機関の事務所
その他知事が必要と認める場所に備え置き閲覧に供するものとする。 

３ 知事は、前項による閲覧のほか、ホームページその他知事が必要と認めた方法により県民に周知す
るものとする。 

 
（登録証及び表示板の掲示等） 

第 11条 第２条第１項の登録を受けている者は、当該環境配慮事業所に、環境配慮事業所である旨の登
録証及び表示板並びに「Ｅ工場ミナモ」のデザインを掲示又は使用することができる。なお、デザイ
ンの使用に関し必要な事項は別途定める。 

２ 何人も、前項の規定による掲示又は使用を除き、これらと紛らわしいものを掲示、使用してはなら
ない。 

 
（所掌） 

第 12条 この要綱に関する事務は、環境生活部環境管理課において所掌する。 
 
（その他） 

第 13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は別に定める。 
 
 

附 則 
１ この要綱は、平成１２年８月１日から施行する。 
２ 令和５年３月３１日にその登録の期間が満了する環境配慮事業所の登録の期間は、第２条第６項の
規定にかかわらず、令和６年３月３１日までとする。 

 
    附 則 
 この要綱は、平成１３年１月９日から施行する。 
 

    附 則 
  改正後の岐阜県環境配慮事業所登録制度推進要綱は、平成１５年３月１１日から施行する。 
  

附 則 
  改正後の岐阜県環境配慮事業所登録制度推進要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 
 

附 則 
  改正後の岐阜県環境配慮事業所登録制度推進要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 



 
附 則 

第１条 改正後の岐阜県環境配慮事業所登録制度推進要綱は、平成１７年１１月２９日から施行する。 
第２条 第１条に掲げる規定の施行の際現に岐阜県環境配慮事業所として登録されている事業所（以下、
既登録事業所という。）については、改正後の第４条及び第６条第１項の規定は、旧岐阜県環境配慮
事業所登録制度推進要綱（以下、旧要綱という。）に基づく期間が経過するまで適用しない。 

第３条 平成１３年３月３１日までに登録された既登録事業所は、旧要綱第６条の規定にかかわらず、
旧要綱第２条第１項に基づく登録は平成１８年３月３１日まで有効とする。 

 
附 則 

第１条 改正後の岐阜県環境配慮事業所登録制度推進要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 
第２条 第１条に掲げる規定の施行の際現に岐阜県環境配慮事業所として登録されている事業所（以下、
既登録事業所という。）については、改正後の第４条及び第６条第１項の規定は、旧岐阜県環境配慮
事業所登録制度推進要綱（以下、旧要綱という。）に基づく期間が経過するまで適用しない。 

 
附 則 

 この要綱は、平成２２年２月１日から施行する。 
 

附 則 
第１条 改正後の岐阜県環境配慮事業所登録制度推進要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 
第２条 平成２３年３月３１日までに岐阜県環境配慮事業所として登録されている事業所については、
第２条第６項の規定は、適用しない。 

 
附 則 

 この要綱は、平成２４年１１月８日から施行する。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
 

附 則 
 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
 

附 則 
第１条 改正後の岐阜県環境配慮事業所登録制度推進要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 
第２条 平成３０年３月３１日までに岐阜県環境配慮事業所として登録されている事業所については、
第２条第６項の規定は、適用しない。 

 
附 則 

 この要綱は、令和４年３月２２日から施行する。 
 

 



別表                        登  録  要  件 

 
Ⅰ  必須要件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
登録に際して、登録しようとする事業所は、次の１２項目をすべて満たしていることを要する。ただし、その項目ごとに取組の内容について登録に相応し

いか否か評価する。該当のない項目はこの限りでない。 
  ●地域的な環境保全 

１ 公害防止施設の管理体制を整備している。 
２ 環境に関する従業員教育を実施している。 

   ３ 有事（水質事故等）に際しての対応が定められ、常日頃からそれに対するＰＤＣＡ（Plan-Do-Check-Action)と訓練がなされている。 
●化学物質の適正管理 
１ ＭＳＤＳ（Material Safety Data Sheet）等により化学物質に関する情報の収集に努め収集した情報は整理して保管している。 
２ 化学物質の管理体制を整備している。 

   ３ 特に爆発性、引火性、腐食性等を有する危険物等について、二重三重の安全策が講じられている。 
   ４ 有事（突発的事故等）に際しての対応が定められ、常日頃からそれに対するＰＤＣＡと訓練がなされている。 

●廃棄物処理・リサイクル対策 
    １ 両面印刷､社内LAN等により印刷物削減を目標値を定めて実施している。 
    ２ 国、県等が定める目標以上の目標を自主的に設定し、リサイクル率の向上及び産業廃棄物発生量の削減に努めている。 

●二酸化炭素削減等地球環境保全対策 
    １ 国、県等が定める目標以上の目標を自主的に設定し、二酸化炭素排出抑制に努めている。 
     ２ グリーン購入について、目標を定めて実行している。 
   ●緑化・地域の環境保全活動への協力支援 
    １ 事業場敷地の緑地は緑化率がおおむね２０％以上であるか若しくはその計画を有し３年以内に達成する見込みがある（緑地には、芝生の部分を含

むものとするが、芝生の部分は緑地部分の１／２以下であること。）、又は緑化推進事業に継続して積極的に協力している。 
 
Ⅱ 欠格要件 
 

登録しようとする事業所において次の要件にひとつでも該当する場合は、登録できない。 
１ 大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類、廃棄物等について、法令又は条例に定める基準を遵守していると認められない。 
２ ばい煙、排水等の自主検査の結果において、過去５年内に法定基準値を超えたことがある。 
３ 新規の登録申請時にあっては、申請時以前の５年間について、環境保全関連法令又は条例に基づく改善命令等の行政処分（勧告も含む。）を受けた
ことがある。 

４ 上記３に関しては、事業活動に必要な許認可等に関する法令（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、労働安全衛生
法等）若しくは条例又は公租公課に関する法令（各種税法等）若しくは条例に関しても同様である。 

    ５ 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（ＰＲＴＲ法）対象事業者にあっては同法に基づく届出を的確に行っ
ていない。 

    ６ 産業廃棄物の処理委託に当たって、委託予定業者の現状等を実地調査をしていない。 



 
Ⅲ 配慮要件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
登録しようとする事業所の登録審査に際しては、次の各２８のジャンルに分類される項目ごとに取組内容を評価し、登録の可否の決定において配慮す 

る。 
 
    １ 自主基準値の設定    ２ 燃料の改善    ３ 公害防止協定締結    ４ 総排水量削減、水資源投入量の削減 

５ 地下水、土壌汚染対策   ６ 化学物質使用量削減   ７ 化学物質転換   ８ 岐阜県リサイクル製品   ９ 省エネ機器導入 
１０  環境配慮の輸送   １１  従業員家庭内教育    １２  国際協力    １３ 関係先への配慮    １４  温室効果ガス削減 
１５  オゾン層破壊物質削減    １６  周辺清掃    １７  環境美化    １８  事業場見学    １９  社会貢献 
２０  植樹    ２１ 情報管理・情報公開    ２２ ISO9001認証取得    ２３ 環境配慮製品・サービス 
２４  ISO14001認証取得、エコアクション21認証・登録、その他環境マネジメントテムの構築・運用    ２５  啓発活動    ２６  環境会計     
２７ 環境報告書（ＣＳＲ報告書を含む）又は環境活動レポート    ２８  その他前各号に該当しないもの 

 
Ⅳ 配慮十分要件 
 
    登録しようとする事業所について、次のいずれかに該当する場合は、配慮要件のすべての項目に関して取り組んでいるものとして評価する。 
 
    １ 環境創出協定を締結している。 
    ２ 環境リスクに関する情報の公開に努め、リスクコミュニケーションを定期的（年１回以上）に実施している。 
    ３ 環境マネジメントシステム（ISO14001又はエコアクション21）の認証を取得又は認証・登録しており、当該事業所に関する環境報告書（ＣＳＲ報告

書を含む）又は環境活動レポートを定期的（年１回以上）に発行している。 
 
Ⅴ 経営方針 
 
    登録しようとする事業所において環境配慮の取組に責めを負う者の環境に対する考え方について記述させ評価し、登録の可否の決定において配慮する。 
 
 
Ⅵ 登録可否の評価の方法 
 
    登録のための上記ⅠからⅤまでの各要件に対しては、別に定める方法により点数化処理し、登録の可否を判断する。 
 

 


